
 

 

 

 

 

 

 

 

通常の労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム

労働者・有期雇用労働者）との不合理な待遇差を禁止する「パートタイム-有期雇用

労働法」の中小企業の適用が 2021年（令和 3年）4月 1日に迫っています。 

  

 

① 同じ企業で働く正社員（無期フルタイム労働者を含む）と短時間労働

者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあら

ゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。不合理な待

遇差であれは解消しなければならず、制度の見直しや人件費の捻出が必

要になる場合もあります。 

② 事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違

いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければ

なりません。その際、単に「パートだから」「将来の役割期待が異なる

ため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明には

なりません。 

※ガイドラインは、厚生労働省ホームページ内「同一労働

同一賃金特集ページ」から誰でも参照できます。

号外 2020 年 10 月 16 日発行 

あなたの会社は大丈夫？？？ 

 



 

 

 


